
本
契
約
成
立
の
証
と
し
て
本
契
約
書

2
通
を
作
成
し
、
甲
乙
に
お
い
て
各

1
通
を
保
管
す
る
。
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年
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日
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〒
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0
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0
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東
京
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港
区
新
橋
五
丁
目

2
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番

1
0
号

 
 
※
記
入
日
を
必
ず
ご
記
入
下
さ
い

 
株
式
会
社

 ス
テ
ム
セ
ル
研
究
所
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表
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役
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フ
リ
ガ
ナ

 
 

 

氏
 

 
名

 
（ご
契
約
者
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
㊞

 
（配

偶
者
） 

携
帯
電
話

 
携
帯
電
話

 

出
産
者
名

 
 

出
産
者
の
生
年
月
日

 
西
暦

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
 

 
 
月

 
 

 
 

 
 

 
 
日

 

電
話
番
号

 
ご
自
宅

 
 

ご
実
家

 
（ 

 
 

 
 
様
方
） 

E
m

ai
lア
ド
レ
ス

 
@

 

□
 
ス
テ
ム
セ
ル
研
究
所
よ
り
、
さ
い
帯
血
情
報
等
の
ご
案
内
メ
ー
ル
を
受
信
す
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。

 

ご
希
望
保
管
年
数

 
右
の
年
数
か
ら

1
つ
を
ご
選
択
（
○
）下

さ
い

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
年

 
 

 
 

 
・
 

 
 

 
 

1
0
年

 
 

 
 

 
・
 

 
 

 
 

2
0
年

 

お
支
払
方
法

 
右
の
お
支
払
方
法
か
ら
、

 

1
つ
を
ご
選
択
（
○
）
下
さ
い

 

（
 

 
 
）
 
一
括
払
い

 ：
 銀

行
振
込

 
※
ご
出
産
後
、
請
求
書
を
発
行
致
し
ま
す
。

 

（
 

 
 
）
 

1
2
回
分
割
払
い

 ：
 口

座
振
替
（
自
動
引
落
） 

（
 

 
 
）
 

2
4
回
分
割
払
い

 ：
 口

座
振
替
（
自
動
引
落
） 

 （
 

 
 
）
 

6
0
回
分
割
払
い

 
：

 
オ
リ
コ
Ｗ
ｅ
ｂ
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
利
用

 

本
契
約
に
お
け
る
個
人
情
報
の
提
供
に
つ
き
、
第

1
7
条
の
内
容
に
同
意
の
上
、
署
名
捺
印
し
ま
す
。

 

大
切
な
細
胞
を
お
預
か
り
い
た
し
ま
す
の
で
、
必
ず
ご
連
絡
が
取
れ
る
よ
う
に
電
話
番
号

(複
数

)・
E
-
m

ai
lｱ
ﾄﾞ
ﾚ
ｽ
の
ご
記
入
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

 ご
出
産
後

1
0
日
以
内
に
“
さ
い
帯
血
採
取
・
分
離
・
保
管
報
告
書
”
等
の
書
類
を
上
記
ご
住
所
に
送
付
い
た
し
ま
す
。

 

里
帰
り
先
等
そ
の
他
ご
住
所
へ
送
付
希
望
の
場
合
は
、
下
記
へ
ご
記
入
願
い
ま
す
。

 
  

 


 
委
託
費
用

 


 
 

(税
抜
価
格

) 

保
管
年
数

 
分
離
費
用
等

 
保
管
費
用
等

 
委
託
費
用
（
合
計
）

 

1
年

 
«
分
離
費
用

»
円

 
«
保
管
費
用

»
円

*
 

計
 

«
契
約
料
金

»
円

 
«
割
引
判

断
»

 

1
0
年

 
«
分
離
費
用

»
円

 
«
保
管
費
用

»
円

*
 

計
 

«
契
約
料
金

»
円

 
«
割
引
判

断
»

 

2
0
年

 
«
分
離
費
用

»
円

 
«
保
管
費
用

»
円

*
 

計
 

«
契
約
料
金

»
円

 
«
割
引
判

断
»

 
別
途
消
費
税
が
か
か
り
ま
す
。
 

分
割
払
い
を
選
択
し
た
場
合
は
、
別
途
分
割
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。
詳
細
は
別
紙
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
 

* 
内

«
初
期
費
用

»
円
は
初
期
費
用
と
な
り
ま
す
。
 

 
●
「
多
胎
妊
娠
の
か
た
」「
以
前
当
社
に
保
管
を
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
か
た
」に

は
、
割
引
適
用
と
な
り
ま
す
。

 
た
だ
し
、
多
胎
妊
娠
に
つ
き
ま
し
て
は

 お
二
人
以
上
保
管
に
い
た
っ
た
場
合
の
み
適
用
と
な
り
ま
す
。

(お
一
人
保
管
の
場
合
は
割
引
適
用
外

) 
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01
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2
月
改
定
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参考資料３

ITLQG
1



 
株
式
会
社
ス
テ
ム
セ
ル
研
究
所
（
以
下
、「

甲
」
と
い
う
）
と

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
（
以
下
、「

乙
」
と
い
う
）
と
は
、
乙
ま
た
は
乙
の

配
偶
者
の
出
産
（
以
下
、
出
産
後
の
子
を
「
丙
」
と
い
い
、
多
胎
妊
娠
に
よ
る

出
産
の
場
合
に
は
、
複
数
名
の
子
の
う
ち
特
定
の

1名
を
指
し
て
「
丙
」
と
い
う
）

を
条
件
と
し
て
、
甲
と
丙
の
法
定
代
理
人
親
権
者
の
代
表
と
し
て
の
乙
（
以
下
、

「
丙
親
権
者
」
と
い
う
）
と
の
間
で
、
以
下
の
と
お
り
合
意
し
、
本
契
約
を
締

結
す
る
。
 

 第
1条

 
（
本
契
約
の
目
的
、
さ
い
帯
血
の
所
有
権
お
よ
び
さ
い
帯
血
の
取
扱
い
） 

1
. 
本
契
約
は
、
丙
の
さ
い
帯
血
（
以
下
に
定
義
す
る
）に

含
ま
れ
る
ス
テ
ム
セ
ル
（
以
下
に
定
義
す

る
）
を
、
将
来
丙
が
罹
患
す
る
可
能
性
の
あ
る
各
種
疾
患
の
治
療
に
利
用
し
う
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
必
要
な
技
術
・設

備
を
有
す
る
甲
に
お
い
て
分
離
・
保
管
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

2
. 
甲
と
乙
は
、
さ
い
帯
血
ま
た
は
ス
テ
ム
セ
ル
の
所
有
権
が
丙
に
帰
属
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

乙
が
甲
に
対
し
て
さ
い
帯
血
ま
た
は
ス
テ
ム
セ
ル
の
保
管
・
移
動
・
処
分
・
引
渡
し
・
そ
の
他
契

約
関
連
事
項
等
に
関
す
る
指
示
を
行
う
場
合
、
乙
ま
た
は
乙
の
配
偶
者
は
丙
親
権
者
と
し
て

こ
れ
を
行
う
も
の
と
し
、
甲
は
そ
の
指
示
に
従
う
も
の
と
す
る
。

 

3
. 
本
契
約
に
基
づ
く
さ
い
帯
血
の
採
取
な
ら
び
に
ス
テ
ム
セ
ル
の
分
離
、
保
管
お
よ
び
引
渡
等

は
、
乙
の
意
思
を
尊
重
し
、
本
契
約
の
条
項
に
従
い
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

 

 第
2条

 
（
定
義
） 

1
. 
本
契
約
に
お
い
て
「
さ
い
帯
血
」
と
は
、
丙
の
出
生
の
際
に
採
取
さ
れ
た
胎
盤
お
よ
び
さ
い
帯

に
含
ま
れ
る
血
液
を
い
う
。

 

2
. 
本
契
約
に
お
い
て
｢母

体
血
｣と
は
、
丙
の
出
生
の
直
前
ま
た
は
直
後
に
採
取
さ
れ
る
丙
の
母

親
の
血
液
を
い
う
。

 

3
. 
本
契
約
に
お
い
て
「
ス
テ
ム
セ
ル
」
と
は
、
さ
い
帯
血
よ
り
分
離
し
た
幹
細
胞
を
含
む
細
胞
分
画

を
い
う
。

 

4
. 
本
契
約
に
お
い
て
「
採
取
者
」
と
は
、
乙
ま
た
は
乙
の
配
偶
者
の
出
産
に
係
わ
る
医
師
ま
た
は

医
師
の
い
な
い
施
設
（
助
産
所
等
）
に
お
け
る
助
産
師
を
い
う
。

 

5
. 
本
契
約
に
お
い
て
「
治
療
担
当
医
師
」
と
は
、
丙
所
有
の
ス
テ
ム
セ
ル
を
用
い
た
治
療
を
担
当

す
る
医
師
を
い
う
。

 

 

第
3条

 
（
さ
い
帯
血
お
よ
び
母
体
血
の
採
取
な
ら
び
に
運
搬
） 

1
. 
さ
い
帯
血
お
よ
び
母
体
血
の
採
取
は
、
採
取
者
ま
た
は
採
取
者
の
指
示
の
下
に
補
佐
す
る
医

療
従
事
者
が
行
う
。

 

2
. 
甲
は
、
乙
に
対
し
、
採
取
者
の
了
解
の
下
、
さ
い
帯
血
お
よ
び
母
体
血
の
採
取
や
ス
テ
ム
セ
ル

の
分
離
・
保
管
に
つ
い
て
説
明
し
、
甲
が
別
途
用
意
し
た
、
依
頼
書
（黄

色
い
用
紙
）
に
よ
る
乙

の
事
前
の
同
意
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

3
. 
乙
は
、
出
産
後
速
や
か
に
、
乙
ま
た
は
乙
の
配
偶
者
が
出
産
し
た
病
院
、
診
療
所
も
し
く
は
助

産
所
ま
た
は
乙
の
親
族
（以

下
、
「乙

の
親
族
等
」
と
い
う
）か

ら
、
出
産
し
た
旨
を
甲
に
連
絡
す

る
。
甲
は
、
さ
い
帯
血
お
よ
び
母
体
血
が
、
採
取
後
直
ち
に
、
安
全
か
つ
迅
速
な
方
法
で
、
細

胞
処
理
セ
ン
タ
ー
に
運
搬
さ
れ
る
よ
う
に
手
配
す
る
。

 

 

第
4条

 
（ス
テ
ム
セ
ル
の
分
離
） 

1
. 
甲
は
、
細
胞
処
理
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
さ
い
帯
血
よ
り
、
そ
の
時
点
で
有
効
か
つ
安
全
と
判

断
さ
れ
る
条
件
下
で
、
速
や
か
に
ス
テ
ム
セ
ル
を
分
離
す
る
。

 

2
. 
前
項
に
い
う
有
効
か
つ
安
全
と
判
断
さ
れ
る
条
件
と
は
、
厚
生
労
働
省
お
よ
び
学
会
等
か
ら
公

表
さ
れ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案
を
含
む
）
が
存
在
す
る
場
合
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
準
拠
す
る
条
件

を
い
う
。
分
離
作
業
は
出
産
か
ら
原
則
と
し
て

4
8時

間
以
内
に
開
始
す
る
。

 

 

第
5条

 
（ス
テ
ム
セ
ル
の
長
期
保
管
） 

1
. 
甲
は
、
前
条
第

1
項
に
基
づ
い
て
分
離
さ
れ
た
ス
テ
ム
セ
ル
を
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
有
効
か

つ
安
全
と
判
断
さ
れ
る
条
件
下
で
冷
凍
し
、
細
胞
保
管
セ
ン
タ
ー
に
て
超
低
温
下
で
長
期
保

管
す
る
。

 

2
. 
前
項
に
い
う
有
効
か
つ
安
全
と
判
断
さ
れ
る
条
件
と
は
、
前
条
第

2項
所
定
の
条
件
を
い
う
。

 

3
. 
甲
は
、
乙
に
対
し
て
、
さ
い
帯
血
中
の
ス
テ
ム
セ
ル
が
甲
の
定
め
た
規
定
値
以
上
の
量
を
有

し
、
甲
の
定
め
た
保
管
基
準
に
基
づ
き
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
「
さ
い

帯
血
採
取
・
分
離
・保

管
報
告
書
」
を
も
っ
て
乙
に
報
告
す
る
。

 

 

第
6条

 
（
本
契
約
に
係
る
委
託
料
） 

1
. 
乙
は
、
甲
に
対
し
、
新
生
児

1
人
に
つ
き
、
本
契
約
末
尾
に
掲
げ
る
さ
い
帯
血
採
取
に
係
る
費

用
、
ス
テ
ム
セ
ル
の
分
離
等
に
係
る
費
用
、
そ
の
他
の
契
約
締
結
と
履
行
に
必
要
な
経
費
を

含
む
諸
経
費
（
さ
い
帯
血
の
運
搬
費
を
含
む
。
以
下
、
「
分
離
費
用
等
」
と
い
う
）
な
ら
び
に
保

管
年
数
に
応
じ
た
保
管
料
（
以
下
、
「
保
管
料
」
と
い
う
）
お
よ
び
保
管
に
係
る
登
録
手
数
料
、

母
体
血
の
検
査
費
用
を
含
む
初
期
費
用
（
以
下
、
「
初
期
費
用
」
と
い
う
。
ま
た
、
以
下
、
保
管

料
と
初
期
費
用
を
併
せ
て
「
保
管
費
用
等
」
と
い
う
）
の
合
計
金
額
（
以
下
、
分
離
費
用
等
と
保

管
費
用
等
を
併
せ
て
「
委
託
費
用
」
と
い
う
）を
支
払
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
委
託
費
用
の
支
払

方
法
に
つ
い
て
は
本
契
約
書
末
尾
の
「お

支
払
方
法
」記

載
の
各
支
払
方
法
の
中
か
ら
、
乙
が

選
択
し
て
第

18
条
第

12
項
に
基
づ
き
、
本
契
約
末
尾
所
定
欄
に
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

 

2
. 
乙
は
、
甲
に
対
し
て
、
前
項
に
よ
り
支
払
う
べ
き
金
額
を
、
前
条
第

3
項
記
載
の
「
さ
い
帯
血
採

取
・
分
離
・
保
管
報
告
書
」
と
同
時
に
送
付
す
る
「
請
求
書
」
記
載
の
期
限
ま
で
に
、
前
項
で
定

め
た
支
払
方
法
に
よ
り
支
払
う
。
但
し
、
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
決
済

制
度
を
利
用
す
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

第
7条

 
（
契
約
期
間
お
よ
び
契
約
更
新
） 

1
. 
本
契
約
は
、
丙
の
出
生
の
日
よ
り
効
力
を
生
じ
、
そ
の
期
間
は
本
契
約
書
末
尾
の
「
ご
希
望
保

管
年
数
」
記
載
の
各
年
数
の
中
か
ら
、
乙
が
選
択
し
て
本
契
約
末
尾
所
定
欄
に
記
入
し
た
期
間

と
す
る
。

 

2
. 
乙
は
、
甲
か
ら
契
約
の
更
新
に
係
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
契
約
期
間
満
了
の
前
日
ま
で

に
、
書
面
に
よ
り
本
契
約
の
更
新
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
甲
は
、
契
約
期
間
満
了

1
ヶ
月

前
ま
で
に
当
該
時
点
で
甲
に
登
録
さ
れ
て
い
る
乙
の
通
知
先
宛
に
、
契
約
期
間
満
了
日
、
契

約
を
更
新
し
う
る
旨
、
お
よ
び
更
新
後
の
更
新
契
約
料
の
金
額
な
ら
び
に
支
払
期
限
等
に
つ

い
て
記
載
し
た
書
面
を
送
付
す
る
。

 

3
. 
前
項
所
定
の
通
知
先
は
、
当
初
下
記
の
乙
の
住
所
と
す
る
。
乙
は
、
通
知
先
の
変
更
を
希
望

す
る
場
合
に
は
、
甲
に
対
し
変
更
後
の
通
知
先
を
届
け
出
る
。
甲
は
、
通
知
先
の
変
更
の
届

出
の
あ
っ
た
場
合
に
は
、
新
た
な
乙
の
通
知
先
を
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
通
知
先

(変
更

の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
は
変
更
後
の
通
知
先

)に
所
定
の
各
書
面
を
発
送
す
れ
ば
、
そ
の
不

到
達
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

 

4
. 
更
新
後
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
、
甲
が
別
に
用
意
す
る
ス
テ
ム
セ
ル
保
管
更
新
委
託
契

約
書
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

 

5
. 
乙
は
、
前
三
項
に
準
じ
、
再
度
契
約
の
更
新
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
以
下
同
様
と
す
る
。

 

 

第
8条

 
（ス
テ
ム
セ
ル
の
引
渡
） 

1
. 
乙
は
、
甲
に
対
し
、
丙
の
疾
患
の
治
療
に
必
要
な
場
合
に
、
保
管
証
書
お
よ
び
甲
所
定
の
書
面

に
て
ス
テ
ム
セ
ル
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
引
渡
を
請
求
で
き
る
。
但
し
、
当
該
請
求
が
違
法
な
目

的
で
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
甲
は
当
該
請
求
に
係
る
引
渡
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
（
次
項
に
お

い
て
同
じ
）
。

 

2
. 
乙
は
、
甲
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
、
丙
の

2
親
等
以
内
の
親
族
の
治
療
に
必
要
な
場
合
に
も
、
ス

テ
ム
セ
ル
の
引
渡
を
請
求
で
き
る
。

 

3
. 
前
二
項
所
定
の
引
渡
請
求
は
、
甲
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
、
引
渡
す
べ
き
医
療
機
関
を
指
定

し
、
丙
の
ス
テ
ム
セ
ル
が
治
療
上
必
要
で
あ
る
旨
等
を
記
載
し
た
甲
所
定
の
書
面
に
、
治
療
担

当
医
師
の
署
名
捺
印
を
得
て
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

 

4
. 
甲
の
乙
に
対
す
る
ス
テ
ム
セ
ル
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
引
渡
は
、
甲
が
設
置
す
る
倫
理
委
員

会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
、
承
認
を
得
た
上
で
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
当
該
引
渡
の
後
、
第

1
項
お
よ
び
第

2
項
所
定
の
引
渡
請
求
が
違
法
な
目
的
で
な
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に

お
い
て
も
、
甲
は
何
ら
の
責
任
を
負
わ
な
い
。

 

5
. 
甲
は
、
第

1
項
お
よ
び
第

2
項
所
定
の
引
渡
請
求
が
あ
り
、
前
項
の
承
認
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該

ス
テ
ム
セ
ル
が
請
求
者
の
指
定
す
る
日
本
国
内
の
医
療
機
関
に
安
全
か
つ
迅
速
に
運
搬
さ
れ

る
よ
う
手
配
す
る
。

 

6
. 
前
項
の
運
搬
に
か
か
る
経
費
は
無
償
と
し
甲
の
負
担
と
す
る
。
治
療
以
外
の
目
的
に
よ
る
運

搬
に
か
か
る
経
費
は
乙
の
負
担
と
す
る
。

 

 

第
9条

 
（
解
約
お
よ
び
返
戻
金
等
） 

1
. 
乙
の
支
払
義
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
、
甲
は
、
相
当
期
間
を
定
め
た

催
告
後
、
書
面
に
よ
り
本
契
約
を
解
除
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
甲
は
、
乙
に
対
し
受
領
し
た
委
託

費
用
の
返
還
義
務
を
負
わ
な
い
。

 

2
. 
甲
は
、
本
契
約
期
間
中
に
本
契
約
に
か
か
わ
る
さ
い
帯
血
分
離
保
管
委
託
契
約
事
業
の
運

営
を
維
持
す
る
こ
と
が
経
済
的
・
医
療
技
術
上
の
観
点
等
か
ら
困
難
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、

乙
に

3
ヶ
月
の
猶
予
期
間
を
与
え
て
書
面
に
よ
り
本
契
約
を
解
約
で
き
る
。

 

3
. 
甲
は
、
以
下
の
所
定
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
、
本
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
甲
は
、

か
か
る
事
由
が
生
じ
た
旨
を
遅
滞
な
く
乙
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

1
） 
さ
い
帯
血
を
採
取
で
き
な
か
っ
た
場
合

 

2
) 

 
ス
テ
ム
セ
ル
に
つ
き
甲
の
定
め
た
規
定
値
以
上
の
量
を
採
取
で
き
な
か
っ
た
場
合
（
第

3
条

第
3
項
に
規
定
す
る
乙
の
親
族
等
か
ら
の
連
絡
が
遅
れ
た
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
第

4
条
に

規
定
す
る
有
効
か
つ
安
全
と
判
断
さ
れ
る
状
況
下
で
の
ス
テ
ム
セ
ル
の
分
離
を
実
施
で
き

な
か
っ
た
場
合
を
含
む
） 

3
) 

 
必
要
な
量
の
ス
テ
ム
セ
ル
を
分
離
し
た
が
、
甲
の
定
め
た
保
管
基
準
に
基
づ
き
保
管
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
甲
が
思
料
す
る
と
き

 

4
. 
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
解
約
さ
れ
た
場
合
、
甲
は
、
乙
に
対
し
、
解
約
の
意
思
表
示
の
到
達
日

以
降
の
分
と
し
て
受
領
し
た
保
管
料
か
ら
第

11
条
第

2項
第

1号
区
分
②
に
従
い
返
還
す
る
。

 

5
. 
第

3
項
の
規
定
に
よ
り
本
契
約
が
解
約
さ
れ
た
場
合
、
乙
は
甲
に
対
し
て
本
契
約
に
定
め
る
委

託
費
用
支
払
義
務
を
負
わ
な
い
。
但
し
、
乙
が
甲
に
既
に
委
託
費
用
を
支
払
っ
た
場
合
は
、

甲
は
そ
れ
を
乙
に
全
額
返
戻
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 第
10
条

 
（
休
廃
業
時
の
本
契
約
の
効
力
）
 

1
. 
甲
は
、
自
ら
が
行
う
さ
い
帯
血
取
扱
事
業
（
厚
生
労
働
省
に
よ
る
「
臍
帯
血
保
管
等
契
約
に
お

け
る
留
意
事
項
」
の
「
臍
帯
血
取
扱
事
業
」
を
い
う
。
以
下
同
様
と
す
る
。
）
 の

休
廃
止
を
厚
生

労
働
省
に
対
し
、
届
け
出
た
場
合
に
は
、
乙
に
対
し
そ
の
旨
を
遅
滞
な
く
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

2
. 
甲
が
、
自
ら
が
行
う
さ
い
帯
血
取
扱
事
業
の
全
部
を
休
止
し
、
ま
た
は
さ
い
帯
血
取
扱
事
業
を

廃
止
し
た
場
合
に
は
、
当
該
事
業
の
全
部
の
休
止
、
ま
た
は
廃
止
の
年
月
日
に
お
い
て
本
契

約
は
終
了
す
る
も
の
と
み
な
す
。

 

3
. 
甲
が
、
自
ら
が
行
う
さ
い
帯
血
取
扱
事
業
の
一
部
を
休
止
し
た
場
合
に
は
、
乙
は
、
本
契
約
を

解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

4
. 
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
本
契
約
が
終
了
ま
た
は
解
除
さ
れ
た
場
合
、
甲
は
、
乙
に
対
し
、
受
領

し
た
保
管
料
の
年
割
額
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 第
11
条

 
（
契
約
の
終
了
お
よ
び
返
戻
金
等
） 

1
. 
本
契
約
は
以
下
の
各
事
由
の
い
ず
れ
か
が
生
じ
た
場
合
に
は
当
然
に
終
了
す
る
。

 

1
） 
丙
が
死
亡
し
た
場
合

 

2
） 
ス
テ
ム
セ
ル
が
全
部
滅
失
し
た
場
合

(全
部
使
用
さ
れ
た
場
合
を
含
む

) 

尚
、
一
部
滅
失
の
場
合
に
は
、
乙
が
残
余
ス
テ
ム
セ
ル
に
つ
き
保
管
委
託
を
打
切
る
意
思
を
表

明
し
な
い
限
り
、
本
契
約
は
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

 

2
. 
前
項
の
事
由
に
よ
り
本
契
約
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
甲
は
、
丙
の
相
続
人
（
前
項
第

1
号
の
場
合
）
、
乙
（
前
項
第

2
号
の
場
合
）に
対
し
、
以
下
の
各
号
の
区
分
に
従
い
、
本
契
約
後

当
該
時
点
ま
で
に
乙
よ
り
受
領
し
た
委
託
費
用
ま
た
は
保
管
料
に
対
す
る
各
号
所
定
の
割
合

の
金
額
を
返
還
ま
た
は
支
払
う
。
但
し
、
こ
こ
で
い
う
年
割
と
は
、
契
約
期
間
の
う
ち

1
年
未
満
を

切
り
上
げ
る
方
式
に
よ
り
経
過
年
数
を
計
算
し
、
保
管
料
の
う
ち
経
過
年
数
に
対
応
す
る
部
分

を
控
除
し
た
残
額
を
返
還
す
る
方
法
を
い
う
。

 

1
） 
丙
の
死
亡
が

 

①
 
出
生
の
日
よ
り

3
日
以
内
で
あ
る
場
合
…
…
…
…
…
…
…
…
受
領
し
た
委
託
費
用
の
全

額
を
返
還
す
る
。

 

②
 
出
生
の
日
よ
り

4
日
以
降
で
あ
る
場
合
…
…
…
…
…
…
…
…
受
領
し
た
保
管
料
の
年
割

を
返
還
す
る
。

 

2
) 

滅
失
の
原
因
が

 

①
 
甲
の
故
意
ま
た
は
重
過
失
の
場
合
、
受
領
し
た
委
託
費
用
全
額
に
相
当
す
る
金
額
を

支
払
う
。

 

②
 
①
以
外
の
場
合
に
は
前
号
に
従
い
支
払
う
。

 

③
 
 不

可
抗
力
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
甲
は
乙
に
対
し
何
ら
の
支
払
義
務
を

負
わ
な
い
。

 

3
. 
第

1
項
第

1
号
所
定
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
、
乙
は
甲
に
対
し
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
書
面
で

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

4
. 
第

1
項
第

2
号
所
定
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
、
甲
は
乙
に
対
し
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
書
面
で

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

5
. 
第

1
項
第

1
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乙
が
甲
に
対
し
、
丙
の
死
亡
後

3ヶ
月
以
内
に
書
面
に

よ
り
本
契
約
の
継
続
を
希
望
し
た
場
合
は
、
甲
と
乙
と
は
覚
書
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

 

6
. 
第

8
条
第

1
項
に
基
づ
く
引
渡
請
求
に
基
づ
い
て
ス
テ
ム
セ
ル
を
引
き
渡
す
場
合
で
、
治
療
担

当
医
師
が
治
療
へ
の
使
用
を
医
学
的
観
点
か
ら
検
討
し
た
結
果
、
品
質
に
起
因
す
る
理
由
に

よ
り
当
該
ス
テ
ム
セ
ル
が
使
用
に
適
さ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
甲
は
、
本
契
約
後
当
該

時
点
ま
で
に
乙
よ
り
受
領
し
た
委
託
費
用
全
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
乙
か
ら
の
申
請
に
よ
り

支
払
う
。
当
該
支
払
が
甲
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
は
、
本
契
約
は
終
了
す
る
。

 

 第
12
条

 
（
本
契
約
終
了
時
の
さ
い
帯
血
お
よ
び
ス
テ
ム
セ
ル
の
取
扱
い
） 

1
. 
本
契
約
が
終
了
す
る
場
合
に
は
、
甲
は
乙
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
、
甲
が
保
管
す
る
さ
い
帯
血

お
よ
び
ス
テ
ム
セ
ル
を
乙
に
引
渡
し
（
乙
の
意
思
に
よ
り
当
該
さ
い
帯
血
ま
た
は
ス
テ
ム
セ
ル
を

甲
か
ら
他
の
さ
い
帯
血
取
扱
事
業
を
行
う
者
へ
直
接
引
渡
す
場
合
を
含
む
。
）
ま
た
は
廃
棄
す

る
か
に
つ
い
て
意
思
確
認
を
し
、
乙
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
第

9
条
第

3
項
第

2
号
ま
た
は
第

3
号
に
基
づ
き
、
本
契
約
が
終
了
す
る
場
合
に

は
、
甲
は
、
乙
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
取
得
せ
ず
に
、
甲
が
保
管
す
る
さ
い
帯
血
を
廃
棄
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

2
. 
甲
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
思
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
に

よ
る
「
臍
帯
血
保
管
等
契
約
に
お
け
る
留
意
事
項
」
に
よ
り
、
本
契
約
終
了
の
時
か
ら

1年
経
過

後
直
ち
に
廃
棄
す
る
も
の
と
す
る
。

 

3
. 
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
甲
は
、
乙
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
を
得
た
場
合
に

は
、
本
契
約
の
終
了
後
も
、
甲
が
保
管
す
る
さ
い
帯
血
ま
た
は
ス
テ
ム
セ
ル
を
研
究
そ
の
他
の

目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
ま
た
は
第
三
者
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
第
三
者
へ
の

提
供
に
つ
い
て
は
、
公
的
さ
い
帯
血
バ
ン
ク
（
移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞
の
適
切
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
4
年
法
律
第

9
0
号
。
以
下
「
造
血
幹
細
胞
移
植
法
」
と
い
う
。
）

第
30
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
様
と
す
る
。
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

同
法
第

2
条
第

6
項
に
規
定
す
る
臍
帯
血
供
給
事
業
に
該
当
す
る
提
供
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
。

 

4
. 
前
項
の
乙
の
同
意
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
甲
は
、
利
用
ま
た
は
提
供
の
目
的
、
方

法
、
利
用
場
所
、
提
供
先
お
よ
び
時
期
等
に
つ
い
て
、
適
切
な
手
段
を
用
い
て
公
開
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

5
. 
甲
は
、
本
条
の
規
定
に
基
づ
き
さ
い
帯
血
ま
た
は
ス
テ
ム
セ
ル
を
引
渡
し
、
廃
棄
し
、
利
用
し
、

ま
た
は
提
供
し
た
場
合
、
当
該
処
置
を
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
作
成
し
、
乙
に
対
し
て

送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 第
13
条

 
（
免
責
お
よ
び
補
償
金
） 

 
第

9
条
か
ら
第

1
1
条
に
基
づ
き
本
契
約
が
終
了
し
、
乙
が
ス
テ
ム
セ
ル
を
丙
お
よ
び
丙
の

2
親

等
以
内
の
親
族
の
各
種
疾
患
の
治
療
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
甲
は
、

第
9
条
か
ら
第

11
条
に
定
め
る
委
託
費
用
ま
た
は
保
管
料
相
当
額
の
支
払
以
外
の
支
払
義
務

を
負
わ
ず
、
甲
は
乙
な
い
し
丙
に
対
し
て
免
責
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

 

 

第
14
条

 
（
秘
密
保
持
義
務
） 

1
. 
甲
は
本
契
約
に
基
づ
く
業
務
に
関
し
て
乙
か
ら
提
供
さ
れ
た
資
料
お
よ
び
本
契
約
締
結
の
結

果
得
ら
れ
た
情
報
に
つ
い
て
、
乙
の
事
前
の
承
諾
な
し
に
第
三
者
に
漏
洩
し
て
は
な
ら
な
い
。

但
し
、
甲
は
、
ス
テ
ム
セ
ル
に
係
る
情
報
を
乙
お
よ
び
丙
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
加
工
し
た
う
え

で
、
日
本
国
内
ま
た
は
海
外
に
お
け
る
ス
テ
ム
セ
ル
の
研
究
に
利
用
し
、
開
示
す
る
こ
と
に
つ

き
、
乙
は
予
め
承
諾
す
る
も
の
と
す
る
。

 

2.
 
甲
は
、
前
項
本
文
の
資
料
お
よ
び
情
報
を
、
本
契
約
終
了
後

3年
間
に
限
り
、
保
管
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
甲
は
、
本
契
約
終
了
後

3
年
間
経
過
後
に
お
い
て
も
、
乙
に
よ
る
廃
棄
の
要
求

が
な
い
限
り
、
継
続
し
て
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

3
．

 
甲
は
、
第

1
項
本
文
の
資
料
お
よ
び
情
報
を
保
管
し
て
い
る
限
り
、
乙
の
要
求
に
従
い
、
当
該

情
報
を
必
要
な
限
度
で
開
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

第
15
条

 
（
目
的
外
利
用
の
禁
止
） 

1
. 
甲
は
、
乙
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
な
し
に
、
さ
い
帯
血
お
よ
び
ス
テ
ム
セ
ル
を
第

1
条
所

定
の
目
的
以
外
の
目
的
（
研
究
ま
た
は
公
共
目
的
等
）
に
使
用
し
、
第
三
者
に
提
供
し
、
ま
た

は
第
三
者
に
保
管
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
乙
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
も
、
第
三
者
へ
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
公
的
さ
い
帯
血
バ
ン
ク
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

造
血
幹
細
胞
移
植
法
第

2
条
第

6項
に
規
定
す
る
臍
帯
血
供
給
事
業
に
該
当
す
る
提
供
を
行

っ
て
は
な
ら
な
い
。

 

2
. 
保
管
し
て
い
る
ス
テ
ム
セ
ル
に
つ
い
て
、
甲
が
第

1
条
所
定
の
目
的
以
外
の
目
的
（
研
究
ま
た

は
公
共
目
的
等
）
に
寄
与
す
る
と
判
断
す
る
場
合
は
、
甲
は
、
乙
に
そ
の
目
的
外
利
用
の
承

諾
を
申
し
入
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

 

3
. 
前
項
の
甲
の
申
入
れ
に
つ
い
て
、
乙
は
当
然
の
権
利
と
し
て
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

拒
否
し
た
こ
と
に
よ
り
乙
お
よ
び
丙
は
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。

 

4
. 
第

2
項
の
甲
の
申
入
れ
に
つ
い
て
、
乙
が
承
諾
す
る
際
は
、
甲
が
作
成
す
る
書
面
に
よ
り
、
別

途
そ
の
内
容
を
取
り
決
め
る
も
の
と
す
る
。

 

5
. 
甲
は
、
乙
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
な
し
に
、
本
契
約
に
規
定
す
る
ス
テ
ム
セ
ル
の
保
管
ま

た
は
引
渡
の
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
ス
テ
ム
セ
ル
を
培
養
、
増
殖
ま
た
は
加
工
し
て
は

な
ら
な
い
。

 

 

第
16
条

 
(基
準

) 

1
. 
さ
い
帯
血
等
に
関
す
る
厚
生
労
働
省
等
、
国
お
よ
び
公
共
機
関
に
よ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策

定
、
品
質
管
理
等
の
規
格
、
表
示
な
ど
が
実
施
さ
れ
た
際
は
、
甲
は
そ
の
基
準
に
則
り
、
必
要

な
技
術
・設

備
等
の
水
準
の
改
善
向
上
を
図
る
よ
う
努
力
す
る
。

 

2
. 
甲
は
、
本
契
約
に
基
づ
き
ス
テ
ム
セ
ル
を
保
管
す
る
か
否
か
の
判
断
基
準
で
あ
る
規
定
値
、

保
管
基
準
を
定
め
、
必
要
に
応
じ
こ
れ
を
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
乙
は
こ
れ
ら
に
対
し
異
議
を

述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 

 第
17
条

 
（
個
人
情
報
の
提
供
） 

1
. 
甲
は
本
契
約
締
結
時
に
乙
か
ら
提
供
さ
れ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
さ
い
帯
血
の
採
取
・
分

離
・
保
管
・
管
理
・
研
究
を
適
切
に
行
う
た
め
利
用
す
る
も
の
と
し
、
法
令
等
に
基
づ
く
場
合
を

除
い
て
、
当
該
個
人
情
報
を
本
人
の
同
意
を
得
ず
に
第
三
者
へ
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

2
. 
前
項
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
甲
は
外
部
へ
委
託
す
る
こ
と
が
あ
る
。
委
託
に
あ
た

っ
て
は
委
託
先
に
お
け
る
個
人
情
報
の
安
全
管
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
委
託
先
に
対
す
る
必

要
か
つ
適
切
な
監
督
を
甲
は
行
う
も
の
と
す
る
。

 

3
. 
乙
が
甲
に
対
し
て
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
は
任
意
で
あ
る
。
た
だ
し
、
乙
が
個
人
情
報
を

提
供
し
な
い
場
合
に
は
、
甲
が
本
契
約
に
基
づ
く
義
務
の
履
行
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
、
何

ら
の
責
任
を
負
わ
な
い
。

 

4
. 
甲
は
、
第

1
4条

第
2項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第

1項
の
個
人
情
報
に
関
す
る
利
用
目
的
の

通
知
、
開
示
、
内
容
の
訂
正
・
追
加
ま
た
は
削
除
、
利
用
の
停
止
・
消
去
お
よ
び
第
三
者
へ
の

提
供
の
停
止
（
以
下
、
「
開
示
等
」
と
い
う
）
の
求
め
を
受
け
付
け
る
。
本
人
は
そ
の
手
続
に
つ

い
て
、
個
人
情
報
苦
情
お
よ
び
相
談
窓
口
へ
連
絡
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
法
令
等
に
基
づ
く
場

合
は
、
甲
が
開
示
等
に
応
じ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
乙
は
予
め
承
諾
す
る
も
の
と
す
る
。
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 第
18
条

 
（
そ
の
他
） 

1
. 
本
契
約
締
結
時
に
お
い
て
乙
が
婚
姻
中
の
場
合
、
乙
は
甲
に
対
し
、
丙
親
権
者
の
代
表
と
し

て
本
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
き
必
要
な
配
偶
者
の
同
意
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
を
保
証

し
、
か
か
る
同
意
の
不
存
在
に
よ
り
甲
が
被
る
一
切
の
損
害
に
つ
い
て
そ
の
責
め
に
任
ず
る
。

本
契
約
に
お
け
る
丙
親
権
者
と
し
て
の
乙
の
権
利
ま
た
は
義
務
は
、
乙
ま
た
は
乙
の
配
偶
者

が
行
使
し
ま
た
は
負
担
す
る
。
ま
た
、
乙
ま
た
は
乙
の
配
偶
者
は
丙
親
権
者
の
代
表
と
し
て
本

契
約
を
締
結
す
る
の
で
あ
っ
て
、
親
権
を
喪
失
（
親
権
の
停
止
、
辞
任
を
含
む
）
し
た
場
合
に

は
当
該
喪
失
し
た
者
は
、
本
契
約
に
つ
き
何
ら
の
権
利
義
務
を
負
わ
な
い
。
乙
は
丙
の
親
権

を
喪
失
し
た
場
合
直
ち
に
そ
の
旨
を
甲
に
届
け
出
る
も
の
と
し
、
こ
の
届
出
の
不
存
在
に
よ
り

甲
が
被
る
一
切
の
損
害
に
つ
い
て
そ
の
責
め
に
任
ず
る
。

 

2
. 
本
契
約
を
締
結
後
、
乙
ま
た
は
乙
の
配
偶
者
が
、
以
降
に
出
生
す
る
子
に
つ
き
甲
と
の
間
で

さ
い
帯
血
分
離
保
管
委
託
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
本
契
約
に
基
づ
く
甲
の
乙
に
対
す

る
通
知
等
は
、
原
則
と
し
て
、
最
新
の
甲
と
乙
ま
た
は
乙
の
配
偶
者
と
の
契
約
に
基
づ
く
通
知

等
を
も
っ
て
行
っ
た
も
の
と
す
る
。

 

3
. 
乙
は
、
乙
お
よ
び
乙
の
配
偶
者
が
、
暴
力
団
、
総
会
屋
ま
た
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
の
構
成

員
で
は
な
い
こ
と
を
表
明
・
保
証
す
る
。
本
契
約
締
結
後
、
こ
れ
に
違
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
場
合
、
甲
は
、
乙
に
対
し
何
ら
催
告
す
る
こ
と
な
く
、
本
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
、
甲
は
乙
に
対
し
、
乙
よ
り
受
領
し
た
委
託
費
用
の
返
還
等
何
ら
の
支
払
義

務
を
負
わ
な
い
。

 

4
. 
乙
は
、
丙
の
名
の
決
定
後
、
丙
の
氏
名
を
、
別
途
所
定
の
用
紙
に
記
載
し
、
速
や
か
に
甲
に
通

知
す
る
。
但
し
、
か
か
る
通
知
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
本
契
約
の
効
力
は
何
ら
の
影
響
を

受
け
な
い
。

 

5
. 
多
胎
妊
娠
に
よ
る
出
産
で
あ
っ
て
、
乙
が
甲
に
多
胎
児
分
の
さ
い
帯
血
採
取
・
分
離
・
保
管

を
依
頼
す
る
場
合
、
多
胎
児
複
数
名
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

 

6.
 
本
契
約
に
お
け
る
丙
親
権
者
と
し
て
の
乙
の
権
利
は
、
丙
が
成
年
に
達
し
た
後
は
、
丙
に
よ
り
行

使
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

 

7
. 
本
契
約
に
お
い
て
、
乙
の
書
面
に
よ
る
意
思
表
示
に
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
に

よ
る
送
信
に
よ
る
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
甲
の
受
信
機
に
よ
り
当
該
書
面
が
受
信
さ
れ
た
時
点
を
も

っ
て
、
民
法
第

97
条
第

1項
に
い
う
意
思
表
示
の
到
達
時
と
み
な
す
。
但
し
、
乙
は
送
信
後
遅
滞

な
く
当
該
書
面
の
原
本
を
郵
送
そ
の
他
の
方
法
で
甲
に
送
付
す
る
も
の
と
し
、
か
か
る
送
付
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
意
思
表
示
の
不
到
達

の
不
利
益
は
乙
が
負
担
す
る
。

 

8
. 
本
契
約
の
内
容
に
基
づ
き
、
甲
が
乙
に
返
還
す
べ
き
委
託
費
用
の
一
部
ま
た
は
全
部
に
は
、

利
息
を
付
さ
な
い
。

 

9
. 
本
契
約
の
内
容
に
関
し
甲
乙
間
で
疑
義
、
解
釈
の
相
違
が
生
じ
た
際
は
、
当
事
者
は
誠
意
を

も
っ
て
協
議
し
、
解
決
す
る
よ
う
努
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 

1
0
. 
本
契
約
に
関
す
る
準
拠
法
は
日
本
法
と
し
、
本
契
約
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
東
京
地

方
裁
判
所
を
第
一
審
管
轄
裁
判
所
と
す
る
。

 

1
1
. 
各
当
事
者
間
の
合
意
は
本
契
約
書
に
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
お
り
他
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
。

 

1
2
. 
乙
は
、
本
契
約
書
末
尾
の
「
お
支
払
方
法
」
記
載
の
各
支
払
方
法
の
中
か
ら
乙
が
選
択
し
た

方
法
に
て
甲
に
支
払
う
。
な
お
、
乙
か
ら
返
送
さ
れ
た
本
契
約
書
に
支
払
方
法
の
指
定
の
な
い

場
合
は
、
一
括
払
い
を
も
っ
て
甲
は
乙
に
請
求
書
を
発
行
す
る
も
の
と
し
、
乙
は
こ
れ
に
異
議

あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
希
望
の
支
払
方
法
を
甲
に
書
面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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